
目次－１ 

 はじめに  

 

公園とは、憩いや遊び、スポーツを楽しむために公開されたオープンスペース

です。公園は原則、24 時間オープンで、ルールを守れば、思い思いの使い方を

楽しめます。 

公園はいろいろな人が利用するところです。年齢、性別、国籍などを問わず、

だれもが自由に利用できます。 

すべての人が安全に安心して公園に来ることができるように、互いにゆずり合

いマナーを守って利用しましょう。 

 

 ※本マニュアルは公園愛護会の活動の参考となるように、基本的な情報を簡略に

まとめたものです。そのため、公園愛護会の活動のすべてを網羅的に記載して

いるものではありません。 
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